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政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

黒部市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次のとおり地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号の規定により随意契約を

締結したので、黒部市契約規則（平成18年黒部市契約第35号）第45条第１項３号の規定に

より公表する。 

 

令和６年４月１日 

黒部市長 武 隈 義 一 

 

１ 随意契約に係る役務名 

  黒部市役所夜間電話受付業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課の名称 

総務管理部総務課 

 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和６年４月１日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

黒部市前沢24番地１ 社団法人黒部市シルバー人材センター 

 

５ 契約金額 

１日１時間につき960円 

 

６ 随意契約の理由 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するため。 
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政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

黒部市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次のとおり地

方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の２第１項第３号の規定により随意契約を

締結したので、黒部市契約規則（平成18年黒部市契約第35号）第45条第１項３号の規定に

より公表する。 

 

令和６年４月１日 

黒部市長 武 隈 義 一 

 

１ 随意契約に係る役務名 

  用務員・メール便配送業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課の名称 

総務管理部総務課 

 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和６年４月１日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

黒部市前沢24番地１ 社団法人黒部市シルバー人材センター 

 

５ 契約金額 

１日１時間につき1,320円 

 

６ 随意契約の理由 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するため。 

 

 

 


